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★★ 今月のテーマ ★★ 

雇用保険の適用範囲拡大と 

時効の緩和 

平成22年4月1日に雇用保険法が改正され、これまで加入対象とならなかった労働者につい

ても加入できるよう適用範囲の拡大が図られています。また、加入手続きが行われていなかっ

た場合の被保険者期間の遡及期間が、条件を満たした場合、従来の時効である2年を超えてさ

かのぼれることとなります。 

 改正点とその内容            

１．雇用保険の適用範囲拡大 
平成22年3月31日まで 平成22年4月1日以降 

・6ヶ月以上の雇用見込みがあること 

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること 

・31日以上の雇用見込みがあること 

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること 

 

改正により、31日以上雇用の見込みがあれば、週20時間以上働く労働者は、雇用保険に加入

することとなります。雇用期間が31日未満の雇用契約を結んでいる場合でも、次のいずれかに

該当する場合は31日以上の雇用見込があることになります。 

・雇用契約書に更新する場合がある旨の記載があり、31日未満で雇用契約を終了する記載が

ない。 

・雇用契約書に更新の記載はないが、同様の雇用契約により雇われた労働者において31日以

上雇用された実績がある。 

なお、注意したいのは４月１日以降に新たに雇用する労働者だけでなく、現在雇用している労

働者も対象になるという点です。現在雇用している労働者が４月１日以後、31日以上の雇用見

込みがある場合には雇用保険の加入手続きが必要になります。 

（例）３月1日から３ヵ月の契約で週５日働いているＡさんは、改正前は雇用保険適用外でし 

  たが、４月１日からは加入対象者となるため、４月１日を資格取得日として加入手続きが

必要です。 

これを機会に現在雇用している労働者について、次の点について確認をされてはいかがでしょ

うか。 

□加入の要件を満たしている労働者において、加入漏れがないか 

□雇用保険料を天引きしている労働者について加入漏れがないか 

 □雇用保険料は正しい金額で控除されているか  □資格取得日と入社日は一致しているか 
   

２．被保険者期間の遡及期間の延長 
現   状 平成22年3月31日から9ヶ月以内に施行予定 

 

・被保険者であったことが確認された日から 

2年前まで 

 

・被保険者であったことが確認された日から 2

年前まで（原則） 

・事業主から雇用保険料が天引きされていた事

実が確認できる書類を添付した場合、2年を

超えて遡及可能 

  

雇用保険料が給与より控除されていたにもかかわらず、加入の手続きが行われていなかった

労働者にとっては、2年を超えて被保険者期間をさかのぼることにより、受け取れる失業給付

の日数が多くなる可能性が高まります。これは、加入期間に応じて受給期間が決定されるため

です。なお、雇用保険料が控除されていたことの確認資料として、給与明細、賃金台帳があげ

られます。               

本内容に関するお問い合わせは 中島・高澤まで  


